
みなさんは進学などで、自転車の利用が多くなる年頃です。
これからは大人と同じ自転車の乗り方が求められます。
次のことに気をつけて、安全に自転車を利用してください。

・道路交通法が改正され、令和８年４月１日から自転車の交通違反でも、
反則切符が適用されます。

・違反をして反則切符が交付されると、反則金を納付することになります。
（対象になる自転車の交通違反と反則金は裏面をご確認ください。）

１６歳になる、みなさんへ
これからの自転車利用方法について

・群馬県内で自転車に乗る方は、自転車保険に加入しなければなりません。
未成年は、その保護者に加入が義務づけられています。

・ご家族に自転車保険の加入状況を確認して保険に加入をしていなければ、
必ず加入しましょう。

自転車事故の高額賠償事例

（平成２５年７月、神戸地方裁判所）

自 転 車 の 違 反 で も 反 則 切 符 が 適 用 に な り ま す ！
～ １６歳から対象です ～

事 故 に 備 え て 自 転 車 保 険 に 加 入 し ま し ょ う ！

群馬県警察
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・法令（標識）遵守
・安全確認の徹底

出会い頭事故
例：指定場所一時不停止

左折巻き込み事故 ながら運転の禁止

自 転 車 特 有 の 交 通 事 故 に 注 意 ！

・左折車の動静確認
・車間距離の保持

・自転車は原則、車道を走行
・歩道走行時は徐行

・右側通行の禁止
・安全速度の厳守

右側通行の事故 歩道通行時の事故

【警察庁】

自転車ルールブック


